
 

   文成帝期の胡族と内朝官 

                      日本 お茶の水女子大学   窪添慶文 

 

はじめに 

 北魏は部族連合国家として出発し、その結果それに由来する制度や慣行を長く残してい

た。強力な部族の力を次々と解体し、殺ぐことにより拓跋王権は次第に強化されて行くが

（１）、そこにおいては拓跋氏を中心として結集していた諸族はなお一定の政治的力量を保

持しえていたのであり、その証しは『魏書』列伝の胡族各氏の族譜的記述に明らかに示さ

れている。ただし、列伝に記されている以外の諸族のもつ政治的位置については、従来不

分明のままであった。 

 一方、上記の有力な胡族各氏の子弟が中散官を中心とする内朝官に任じていたことは鄭

欽仁氏の研究以来注目され、それに関わる研究は少なくない（２）。特に近年報告された文

成帝南巡碑（３）（以下、「碑」と略称する）は、これまで知られなかった少なからぬ内朝

官名とそれに就任した大量の胡族、漢族の人名を明示し、研究者の研究意欲をかきたてた

が（４）、その職に就いた諸族の総合的な分析はまだ行われていない。 

 本稿では、「碑」のもたらした情報を利用しつつ、北魏政権において胡族諸姓が占めた

位置について、初歩的な整理を行う。これは筆者の北朝官僚制研究の一環としての内朝官

研究の側面をもつが、同時に官僚制の中に身を置いた人々の分析への一歩でもある。北魏

が建国されて半世紀余、他政権から帰した世代の人々が少なくなり、第二、第三の世代が

活動する文成帝期は、いかなる形で官僚としての途を歩むかという分析には適切な時期で

ある。 

 

第１節 文成帝期の官僚と内朝官 

 正史などによって文成帝時代に官僚であったことが確認され、かつ一回限りの記載でな

く、ある程度の官歴が判明する事例は、宗室を除くと１０６例である。それらについて、

初任、もしくは初見の官を胡族と漢族に分けて調べてみよう。初任の官は、（a）奏事中散

など各種の中散を含む中散官、（b）内侍左右・執事左右といった記載のある事例、これに

は皇太子への内侍を含める、（c）侍郎、（d）三郎・内三郎、（e）羽林中郎・虎賁中郎、

（f）太学生・中書学生を経た者、（g）中書博士、（i）その他、（j）不明、の各項目に分

ける。このほか、五胡諸国が滅亡した段階、あるいは南朝からの亡命者が北魏に仕えるよ
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うになった事例は初任官とは性格を異にするから、（h）として帰附、の項目を設ける。こ

の分類に基づいて表１を作成した（『北史』をもあわせ検証したが、出典としては『魏書』

の巻数のみを記す）。 

表１ 

  a b C d e f g h i j 

  内侍左右 三郎 羽林中郎 太学生 

  執事左右 内三郎 虎賁中郎 中書学生

  

中散 

侍東宮 

侍郎  

      

中書博士 帰附 その他 不明 

  乙乾帰 44 尉眷 26 伊馛 44 陳建 34 尉元 50 尉撥 30 竇瑾 46 乙懐 44 屈抜 33 尉長寿 26 

  于洛抜 31 奚兜 29 陸俟 40 豆求周 30 長孫陳 26     源賀 41 慕容白曜 50 王安都 30 

  王叡 93 薛虎子 44   陸真 30 薛野賭 44       陸定国 40 奚烏侯 29 

胡 奚受真 29 陸麗 40   和其奴 44 劉尼 30        穆安国 27 

  源懐 41 盧統 34             穆多侯 27 

  高謐 32               穆羆 27 

族 苟頽 44               穆伏真 27 

  宿石 25               羅伊利 44 

  薛初古抜 42               来丘頽 30 

  長孫頭 26               陸雋 40 

  封勅文 51               陸馛 40 

  穆顗 27               閭鳳 30 

  陸竜成 40                   

  韓均 51 酈範 42     呂羅漢 51 高祐 57 賈秀 33 王憲 33 韓騏麟 60 韓秀 42 

  韓備 51        谷洪 33 高閭 54 崔寛 24 孔伯恭 51 堯喧 42 

  許宗之 46        游明根 55 高允 48 司馬楚之 37 毛猛虎 43 厳稚玉 43 

  張宗之 94        李安世 53 宋愔 63 司馬霊寿 37 韓茂 51 孔昭 51 

  張白沢 24        李訢 46 張霊符 33 辛紹先 45  谷闡 33 

漢 皮喜 51        李敷 36 裴駿 45 刀雍 38  常英 83 

  皮彪之 51        盧度世 47 游雅 54 趙柔 52  常喜 83 

  李孝伯 53          李祥 53 程駿 60  常伯夫 83 
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族 李璨 49          李霊 49 唐和 43  常振 83 

              唐玄達 43  鄧怡 24 

              李宝 39  馮煕 83 

              劉藻 70  毛法仁 43 

              劉昶 59  李恵 83 

                 李峻 83 

                    李洪之 89 

 胡族については（a）から（e）までの内朝官として一括できる官に就任した事例が４７

例中で２８例という多数を占める（５）。そうでない事例を検討してみよう。中書博士から

中書侍郎に進むという、この時期の漢人士族の典型コースを歩んだ（g）の竇瑾は、頓丘衛

国の人とあって、『魏書』（６）は漢人の扱いをしているが、同時に竇融の後と「自ら云う」

と記している。このことから姚薇元氏『北朝胡姓考』（７）は紇豆陵氏であると判断してい

るが、漢人と同じような教養の持ち主であったのであろう。（i）の屈抜はともに尚書右僕

射に至った祖父と父の故に、かつ父が遠征の帰途に急死したことによって、１４歳で特に

南部大夫を授けられたものである。陸定国は献文帝と同所に育てられるという特別な事情

から僅か６歳で太子中庶子を授けられたもので、（i）の２例はいずれも特例である。（j）

の不明の欄に入れた事例は、おおむね記述が簡単であって、初見官を初任とするには適当

でないという判断からこの項目に含めたのであるが、この中の来丘頽の場合は、中散とな

る前にいったん将軍号と爵を与えられ、遠征に従軍して将軍号を進められている。また、

穆多侯は殿中給事から司衛監になり、陸雋は給事、侍御長を経験している。（i）の慕容白

曜も中書吏から給事東宮に転じ、その後北部下大夫になっている。こうみてくると、太学

生として出発しながら、その後自ら希望して遠征に従って軍将としての経歴を歩んだ尉撥、

既に述べた屈抜・陸定国・竇瑾、それと（h）帰附に入れた２例は、胡族の官歴としては例

外であり、経歴がある程度わかる胡族の場合、内朝の官から官歴を始めるか、内朝の官を

経るのが普通であったと言ってよいのではないか。 

 漢人の場合についてみると、５９例のうち中散を初見官とする事例は９例に過ぎない。

（b）の酈範の事例、（i）に含めた「父任」の故に給事中となった孔伯恭の事例、また明

元帝の親征に中軍執幢として従軍し、功によって虎賁中郎将に転じた韓茂（８）が羽林郎と

しての従軍であった可能性がないわけではないと考えて、これら３例をあわせたとしても、

内朝官として一括できる官職に就いた事例は２０パーセントにとどまる。これは漢族と胡
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族の初任のあり方が異なることを示すかの如くである。他方、（f）の中書学生、中書博士

からスタートした事例が１６例と２７パーセントを占める。ただし、この数字だけで漢族

と胡族を比較するのは問題である。（h）の帰附が１３例、（j）の不明が１６例にのぼっ

ていて、両者をあわせると５９例の半数近くに達するからである。しかも、１１歳で中書

学生となった（f）の李安世は、２４歳で中散となっている。同じく中書学に入っていた李

敷は、東宮に給侍し、さらに中散となっている。徴召されて中書博士となった（g）の游雅

はその後東宮内侍長となったと記され、李霊は中書侍郎、淮陽太守を経た後であるが、文

成帝に学問を教えるために中散・内博士を加えられている。また（j）不明に含めた堯喧は

千人軍将と東宮吏を経歴したあとに中散となっている。さらに巻 36 李敷伝をみると、「又

為中散。与李訢・盧遐・（盧）度世等、並以聡敏内参機密、出入詔命」とあり、（f）の盧

度世も、その伝ではふれられていないが中散であった可能性が強い。つまり漢人の場合、

初任ではなく、官歴の中途で内朝の官に就く事例が少なくない。この６例に（e）の呂羅漢

を加えて先の１２例にあわせると、内朝の官の系列に就いた者は計１９名にのぼるのであ

る。漢人の通常の就官コースと考えられる（f）、（g）そして（i）の中で、内朝官に就い

た経歴が確認できない者はわずか１３名にしかならないのである。 

 以上の検討から除外しておいた北魏宗室について簡単にふれておきたい。孝文帝の改革

以前においては皇子とその子孫は州の刺史や鎮の大将、及び三都大官には就任し、また軍

を動かす時の指揮官には任じたが、それ以外の中央官に就くことはなかったことを筆者は

かつて述べた（９）。その際に皇子の子（始蕃王）以下は皇帝の側に内侍する可能性を推測

しておいた。ただし中散と明示される事例は道武帝子孫の元法寿の侍御中散（孝文帝期）

しかなく（巻 16）、左右に侍した事例は同じく道武帝始蕃王の南平王元渾しかない（巻 16、

太武帝期）。一方、代国時代の王たちの子孫は各種の中央官に就いたが、そのうち内朝系

列の官に就任した事例は多数にのぼる。文成帝期に活動が確認される代王の子孫１２人を

例にとってみても、以下の事例を知りうる。 

  元郁   「初以羽林中郎将内侍」       巻 14 

  元大頭   内三郎              巻 14 

元丕    羽林中郎             巻 14 

元目辰   羽林郎              巻 14  

  元幹   「拝内将軍・都将、入備禁中」        巻 15 

    元庫汗      羽林中郎将            巻 15 
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  元素   「少引内侍」            巻 15 

代王の子孫の列伝における記述量はおおむね少なく、従って記載されなかった事実が多い

と想定できる中で、内朝官についた事例が過半であることのもつ意義は大きい。前稿にお

ける指摘は、少なくとも代国時代の王たちの子孫については確実に該当すると考えてよい

(１０)。 

 

第２節 文成帝南巡碑に見える内朝官 

 文成帝南巡碑には和平２（461）年の文成帝南巡に従った官僚とともに、北魏独特の内朝

官に任じていた多数の人々の姓名が載せられている。前節にみたように、文成帝期に活動

した官僚は胡族の場合はほとんどが、漢人の場合でも履歴の判明する事例の半ばが内朝官

に任じていた。とすれば、「碑」に載せられている内朝官は、北魏の官僚の出身母体をあ

る程度まで反映しているのではないかと想定される。そこで本節ではこの点の検討を試み

る。 

 検討に入る前に二，三確認しておくべきことがある。第一に、内朝の官という場合、侍

中や散騎常侍、中常侍といった中国伝統のものがある。「碑」にもこれらの官職に就いて

いるものが少なくない。一方で胡族独特の内朝の官がある。本節以降では胡族独特のそれ

を「内朝官」と記すことにする。「内朝官」に含まれる範囲は、厳密な検討を経るべきで

あるが、さしあたり「碑」に記された中で、外朝の官および中国伝統の内朝官でないもの

を「内朝官」として扱う。 

 第二に、中散の場合「名家の子」「功臣の子」「父任」などの理由でもって任命される

ことが少なくない。また内行内小や内三郎も初任の場合に任ぜられる官であるが、それら

初任の官と、それより上位にあると考えられる給事などの官、さらに上位にある内行阿干

など、「内朝官」には階層がある。これら内朝官の制度的な側面については既にいくつか

の優れた先行研究があり、それらの間では見解が必ずしも一致しないところがあるけれど

も、本稿ではその問題の検討は行わず、「内朝官」に任じた人々の分析を中心的な課題に

おく。 

 第三に、前節で取りあげた中散官は「内朝官」である、つまり『魏書』や『北史』では

中散官が「内朝官」を代表していたのに対して、現在確認できる限りでは「碑」には中散

官は１例もみえない、という問題がある。厳耀中氏は墓誌に散見する内小を中散に類似す

る官であると考えられたが、これは類似はしていても別の官であるとの意になる。これに
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対して松下憲一氏は墓誌の内小が『魏書』では中散に置き換えられていること、「碑」の

内行内小歩六孤竜成が巻 40の列伝では中散となったと記されていることを理由に挙げて、

中散と内小は同じであるとされている。ただし丘哲墓誌（１１）をみると内小から中散に転じ

た事例が確認できる。これをもって、張金竜氏は内行内小と中散とは一職ではないようだ、

とされた（１２）。確かに丘哲墓誌の証言の意味は大きい。しかし、松下氏が挙げるように『魏

書』で中散に置き換えられている墓誌の内小の事例は３例もある。また歩六孤竜成の事例

も重要である。筆者としては松下氏の見解を支持したい。付け加えれば、もし内行内小が

中散と異なるならば、「碑」の第１列に内侍の官と明示されて２１名も並ぶのに、ただの

１例も内行内少が『魏書』に記載されないのはなぜか、というより大きな問題にぶつかる

ことを指摘できる。内小も『魏書』には１例もない。逆に史籍には奏事中散などを除いた、

単に中散と記されたものだけで６３例も記載されているのである。 

 「碑」に中散が記載されていた可能性がまったくないわけではない。「碑」には欠落し

た部分が少なくないからである。しかし、「碑」の各人には多く将軍号が記されており、

断片のものも将軍号か、その一部と確認できるものが少なくない。将軍号が記載されない

のは、内行内三郎２名、内行内小２１人中の２０人と内三郎６１名中の１８名、中都坐折

紇真・外都坐折紇真各１名、そして三郎幢将のうちの９名、雅楽真幢将のうちの２名、斛

洛真８名中の６名、それと賀渾吐略渥１名に過ぎず、他はすべて将軍号が記載されている。

幢将は明らかに武官であるし、斛洛真も『南斉書』魏虜伝に基づいて一種の侍衛の武官だ

とする張慶捷・郭春梅氏の説（１３）が妥当と考えられるから、いずれも中散とは異なる。と

すれば、将軍号・爵を伴わない中散が、しかもこの時期には複数いるはずの中散が、「碑」

に記載されている可能性は小さいと思われる。しかも、「碑」が大きく欠落しているのは

第５列以下であり、中散の占めていた位置から考えるとそこに中散が刻されていたとは考

えがたい。また中散が記載されていたとして、彼らは複数いたと考えられるから、内行内

小に内行令、内三郎に内三郎幢将がいたように、中散を束ねる存在が必要であろうが、そ

れに類する存在もない。故に、「碑」より後のある段階で中散が訳語として用いられるよ

うになり、それによって『魏書』は内小、内行内小を書き換えて記載したという可能性の

方が大きいのではないかと考える。ただ、松下氏のように内行内小と内小をともに同じ中

散と考えると問題が残る。早くに鄭欽仁氏が指摘したように、太和前令で中散は５品中、

侍御中散は５品上に位置している。内行内小はより皇帝に近いと考えられる「内侍之官」

に含まれていたのであるから、侍御中散の語がそれにふさわしい。内小は中散、内行内小
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は侍御中散と考えることができるのではないか（１４）（１５）。 

 本節のはじめに述べた検討課題に戻ろう。五胡・北朝期に活躍した胡族のうち、『魏書』

官氏志に十族、内入諸姓、四方諸部として挙げられているのは１１８姓にのぼる。そのう

ち太武帝期までに活動が見られ、列伝に立てられているのは３４姓であるが、これに主と

して文成帝期から活動が知られ、列伝を有する慕容白曜（巻 50）と宿石（巻 30）を加える

と、３６姓となる。他方、１１８姓の中で「碑」にその族名がみえるのは３２姓であるか

ら、両者はかなり接近した数を示している。両者は重なるものが多いが、一致しないもの

も少なくない。 

 「碑」に記された官職は、当時の官職を網羅したものではなく、「内朝官」を中心とし

たもので、かつ「内朝官」のすべて網羅したものではない可能性が大であるが、「内朝官」

を経るのが当時の胡族の通常の昇進コースであったのであるから、「碑」は官僚としての

胡族のあり方を分析する有力な材料となろう。 

 そこで、上記３６姓（同一姓で複数の伝をもつ事例は、それぞれを記す）に、列伝はも

たないが同じ期間内に官爵を有したことが確認できる６姓（その出典を括弧内に示す）（１

６）を加えてＡ欄に、「碑」に刻されている３２姓の官名（将軍号や爵、太子太傅など実職

でないと思われる官職は省略）と姓名をＢ欄に、孝文帝後期（改革後の意味で用いる。以

下同じ）以降に官爵を有していたことがわかる事例をＤ欄に記載して表２を作成した。Ｄ

欄はさらに、Ａ欄の人物の伝に子孫として記載されているケース（Ａ欄の人物の名によっ

てそれを示す）、『魏書』の中に列伝をもつケース、『魏書』以外の北朝関係正史に列伝

を有するか、官職を記載されているケースに分ける。Ｄ欄にのみ現れる姓も少なくないの

で、表２には１１８姓中の６８姓が載せられることになる。さらに同表には、太和１８年

（494）に孝文帝が平城から洛陽に遷都する途次に建てた弔比干文碑（『金石萃編』巻 27）

の碑陰に刻された８２名中、上記６８姓に含まれる１５姓２５名の官職をＣ欄として載せ

ておく。同碑は当時の官職就任者を十全の形で反映しているわけでは必ずしもないが、胡

族の位置を考える際の参考となるからである。 

（ここに表２を入れる。入らない場合巻末に置いて下さい）  

 表の記載内容を整理してみよう。Ａ欄に記載された伝をもつ胡族は３６姓。これを「Ⅰ」

のグループとし、さらにそれを以下の４つの小グループに分けてみる。 

 Ⅰー１：北魏後期に官爵を得て活動した子孫をもつ：２１姓 

 Ⅰー２：北魏後期に官爵を得て活動した同姓の者をもつ：４姓 
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 Ⅰー３：北魏分裂後の北朝期に官爵を得て活動した同姓の者をもつ：４姓 

 Ⅰー４：北魏後期以降に官爵を得た子孫・同姓の記述がみえないもの：７姓 

一方、Ａ欄に記載のない胡族は２６姓。これを「Ⅱ」グループとし、さらにそれを以下の

３つの小グループに分ける（１７）。 

 Ⅱー１：祖、父または本人が北魏時代に官爵を有していたもの：７姓 

 Ⅱー２：祖、父または本人が鎮民や領民酋長であったと記されるもの：７姓 

  Ⅱー３：父祖の記述なし：１２姓 

このほか、列伝をもたないが官爵を有していたことが確認できＡ欄に記載のあるものを

「Ⅲ」グループとすると、これに含まれるのは６姓である。 

 ６８姓を以上の区分に基づき、されにそれをＢ欄に記載のある各姓と記載のない姓を分

けて掲げてみると次のようになる。 

表３ 

         Ｂ欄に記載のある諸姓    Ｂ欄に記載のない諸姓 

Ⅰー１  抜抜、達奚、伊婁、丘穆陵、歩六孤、

     独孤、万忸于、若干、叱羅、素和、 

     是楼、乙弗、慕容、侯莫陳、尉遅、 

     叱干 

  普、賀楼、是賁、費連、紇奚 

Ⅰー２    乙旃   叱呂、紇豆陵、叱列 

Ⅰー３  賀頼、莫那婁、吐伏盧   烏丸 

Ⅰー４    宿六斤   丘敦、車焜、庾、吐奚、屈突 

  独孤渾 

Ⅱー１  抜烈蘭、屋引、綦連、宇文、土難   匹婁、紇骨 

Ⅱー２  歩大汗、庫狄   胡口引、破多羅、渇濁渾、 

  賀抜、慕輿 

Ⅱー３  賀若、蓋楼、越勤、和稽、叱奴   撥略、阿鹿桓、牒云、是云、 

  乞扶、俟幾、紇干 

Ⅲ        丘林   賀児、若口引、俟伏斤、 

  歩鹿根、烏洛蘭 
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またＣ欄に記載のある諸姓はアンダーラインを付してそれを示した。 

 これをみると、Ⅰー１，すなわち列伝に記載されていて子孫も官爵を得ている姓が「碑」

にも多くみえていることが明白である。しかもその１６姓のうち９姓までがＣ欄、つまり

孝文帝時の弔比干文碑にも姿をみせている。もっとも、Ｂ欄は「内朝官」以外の官職をも

含んでいるから、「内朝官」だけを取り出してみる必要がある。Ｂ欄にみえる３２姓中、

「内朝官」を１例ももたないのは、土難（「碑」では吐難）・乙弗・尉遅の３姓のみであ

る。このうち土難氏は「碑」第１列第 21 番めに「□□□□□□□□陽男吐難子如 」とあ

り、男爵をもつことしか判明しないが、前後は内阿干に就いた人々でそれに挟まれて刻さ

れているので、同じ内阿干であった可能性が強い。表２のＢ欄の３２姓は、ほぼすべてが

「内朝官」を出していたと考えてよいのではないか。しかもそのうち、初任の官であるこ

とが確実な内行内小・内三郎を出しているのが過半数の１７姓に及ぶ。 

 列伝に記載されるほどの活動をし高い地位にのぼった人物の子弟が中央、地方の官職に

就き、それが数代にわたって繰り返されている情況は、あたかも族譜のごとく大量の子孫

とその官職を記録している『魏書』列伝をみれば明かであるが、その場合それらの子弟は

「功臣の子」や「父任」といった名目でまず中散官に就任したことを前節で指摘した。そ

れと同じような情況の存在を表３は示している。中散官は「内朝官」のひとつであるから、

これはむしろ当然の結果であるといえよう。 

 注目すべきは、伝には記載されないような諸姓の者でも、「内朝官」に就任しえたと想

定できることである。Ⅱー１は父祖が北魏で官僚としての地位を得ていたことが明かな諸

姓であるから、「碑」にその姓が刻されていても不思議ではないが、Ⅱー３の諸姓の場合

は父祖の位置を知るすべがない。それでも「碑」にはその姓の者が載せられていて、同姓

の者が刻されていない事例に比べ数は少ないけれども、比率は５対７でほぼ拮抗している。

Ⅱのグループ全体でも、「碑」に刻された姓と刻されなかった姓の比率は１２対１４とほ

ぼ拮抗している。列伝を有するⅠのグループの諸姓の「碑」における記載の有と無の比率

が２０対１６であるのと比べても非常に大きな差とはいえないのである。 

 では、表２，３に挙げられていない諸姓についてはどうであろうか。「碑」には、官氏

志所掲の１１８姓以外の多数の姓が刻されている。それらは筆者の判断では２５姓に及ぶ。

２５姓の中には高車種である斛律氏や袁紇氏など、『魏書』などの正史に記載のあるもの

が含まれているが、系統の明らかでないものも少なくない。しかし、それらの族が「内朝

官」に就く者を（しかも斛律のように内三郎５名を数えるといった事例がある）出してい
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るのである。「内朝官」の数は一定の時期をとれば限りがあるはずである。限られた数の

「内朝官」に、１００を大きく超える諸姓のすべてを網羅的に採用することはできないで

あろう。とすれば、官氏志所掲の、伝にも表２にも記載のない５１姓が他の時点で「内朝

官」を出していた可能性は大であると考えてよいのではなかろうか。北魏政権に加わった

胡族諸姓は、「内朝官」に任じ、到達度はともかくとして政権内で一定の政治的地位を確

保していたのである。前節で、正史の記載を用いて、胡族が官僚となる場合まず中散官な

ど内朝の官を経由したと考えたが、列伝に記載のない胡族も同じような途をたどったので

ある。 

 

第３節 文成帝期の胡族官僚 

 北魏政権に加わった胡族諸姓が等しく「内朝官」に任ずる者を生み出しえたにしても、

政治的な上層部に到達できる者は限られてくる。列伝をもつような有力な人物の子孫であ

っても、必ずしも上層部には到達できない。例えば表３のⅠー４の７姓中、文成帝期に活

動して列伝に立てられた宿六斤氏を除く６姓をみてみると、まず吐奚氏の人で北魏初期の

名臣とされる古弼（巻 28）は、後述する事情で文成帝即位間もなくに官を免ぜられたあと、

怨言と巫蠱の罪で家人とともに誅された。列伝に子孫への言及がないので、同族のうち少

なくとも彼の系統は絶えたか顕れなくなったようである（もちろん他の諸姓のあり方から

みた場合、奚斤の系列ではない吐奚氏が北魏で一定の政治的な地位を占めていた可能性は

十分にある。しかしそのような人物は現在のところ確認できない）。同じく杜元宝（独孤

渾氏）（１８）も誅された人物である。彼は明元帝の密皇后の兄杜超（巻 83 上）の従父弟で

ある。外戚ということで超とその子たち及び元宝兄弟はいずれも高位の中央の官職につき、

また刺史となったが、元宝が謀反の罪で文成帝末期に誅されると、その親従もみな斬られ

て、子孫としては僅かに逃亡しえた杜世衡がのちに爵を嗣いだことが知られるのみである。

この２姓は政治的打撃で少なくともその系統は大きな打撃を受けたと考えてよい。一方で

丘堆（丘敦氏、巻 30）は軍事上の失策で斬られたものの、その子が召し出され、孫は刺史

に至っている。屈遵（屈突氏、巻 33）は曾孫の屈抜が太武帝の怒りにふれて散員大夫に貶

せられたが、献文帝期に復活し、のち鎮将となっている。この２姓は打撃を受けたものの、

のちに一定の政治的地位を回復している。また庾岳（庾氏 28）は道武帝の怒りにふれて誅

されたが、太武帝はその子を召して襲爵させた。車路頭（車焜氏、巻 34）は明元帝期に死

んだが、その子が爵を嗣いだ。この２姓の場合は、子孫は記すに値すると判断されるよう
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な官職を得られなかった可能性がある。 

 このように一定の政治的地位を維持する姓もあれば、維持できない姓もある。また数代

にわたって政治的に非常に顕栄していても、世代と世代の継承の谷間の時期には一時的に

高い政治的地位からはずれるといった情況が出現しうる。そこで本節では文成帝期の官僚

層上層部の分析を詳細に行いたい。まずこの時期の上層部の動向について『魏書』、『北

史』、『資治通鑑』によって概観しておく。 

 太武帝を殺し南安王余を擁立したものの、８ヶ月後にはその南安王をも殺した宗愛に対

し、クーデターを敢行して文成帝を擁立したのが源賀、長孫渇侯であり、渇侯が尚書令と

なる。彼は太宰となった元寿楽と権を争って両者ともに死を賜わる。また南安王の時に重

用された太尉張黎、司徒古弼は退けられて、周忸が太尉、陸麗が司徒、杜元宝が司空とな

ったが、周忸も死を賜る。これらは１０月に即位した文成帝の初年に起こっているが、さ

らに杜元宝も翌年２月に誅されている。他にも誅殺される王や宗室がみられ、文成帝即位

当初は太武帝末年の政治的混乱の余波が続いていたのであるが、即位三年めの興光年間に

入ると落ち着きをみせる。太武帝の保母常太后の一族の常英が太宰、のちには太師を兼ね

て文成帝末年に及び、伊馥が司空となって太安５年（459）に死没するまでその地位を保っ

た。また尉眷が太安３年に太尉となり、和平４年（463）に死んでいる。 

 以上の三公クラスに続いては、韓茂が長孫渇侯の後任の尚書令となって太安２年に死ん

だが、おそらくその後を于洛抜が継いで太安４年に死んだ。尚書右僕射は、劉尼が興安２

年（453）に就任したが間もなく刺史に転じ、そのあとを宗室の元目辰が継いで文成帝末年

に及んだとみられ、左僕射は時期ははっきりしないものの太安３年以前に和其奴が就任し

て、これも文成帝末年までその地位を保っている。 

 これ以外は太和前令で従２品下までの官職名と就任者のみを記す（括弧内の数字は『魏

書』の巻数。「碑」にのみみえるものも記す）。 

  太常      高允(48) 

  領軍将軍     伊馥(44) 

  都曹尚書    伊馥 

  殿中尚書       于洛抜(31)・毛法仁(43)・元郁(14)・劉尼（碑）・斛骨乙莫干（碑） 

    南部尚書    黄盧頭（5） 

    北部尚書    慕容白曜(50) 

  その他尚書   常喜(83 上)・常伯夫(同)・常員(同)・陸真(40)・李訢(46)・元幹(1                

- 11 -



 

5)・毛法仁・皮豹之(51)・和其奴(44)・穆伏真(27)・林金閭（13）                

・乙渾（碑）・尉遅其地（碑）・張益宗（碑）・楊保年（碑）・符

真衛（碑）・袁紇尉解（碑）・宜勤渇侯（碑） 

  中書令     高允 

  秘書監     游雅(54) 

    侍中（１９）     張黎(28)・薛提(33)・和疋(94 宗愛）・伊馥・于洛抜・閭毗(83 上)

・閭紇(同)・乙乾帰(44)・劉尼(30)・元丕(14)・劉昶(59) 

中央官だけでなく、呉廷燮「元魏方鎮年表」に中心的に依拠し、厳耕望『中国地方行政制

度史 上編４』第１１章「北魏軍鎮」をも参照して、文成帝期に刺史・鎮将となった人々

を抜き出してみよう。鎮将と刺史を兼ねるケースは刺史の項目で代表する。どのような姓

の人々が任じたかを知るにはそれで十分であるからである。州には上下の区分があるが、

孝文帝期までは涇州と平州が上下の双方の可能性を示すほかはいずれも上州である（２０）

（括弧内に出典を記す。数字は巻数）。 

  営州 于洛抜、楊難当(101)、張偉(84) 

   夏州 陽平王新成(元颺墓誌) 

  冀州 源賀(41) 

    涇州 尉長寿(26)、封阿君(51 皮彪之)、李峻(83 上) 

  朔州 司馬楚之(37)、司馬金竜(37) 

  秦州 封勅文(51)、李恵(83 上) 

  相州 陸馥(40)、李訢(46) 

  定州 劉尼、許宗之(46)、乙瓌(44)、馮煕(83 上)、和其奴 

    平州 王賭(83 上常英) 

  并州 乞伏成竜(30 陸真)、王憲(33)、薛野賭(44) 

  幽州 陳建(34)、孔昭(51) 

  雍州 楽安王良(17)、元石(14) 

  涼州 南平王渾(元倪墓誌)、淮南王他(16)   

    懐荒鎮 李宝(39) 

  仇池鎮 皮豹之 

  虎牢鎮 汝陰王天賜(19 上) 

  高平鎮 苟莫于(51 皮彪之) 
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  晋昌鎮 尉撥(30) 

    長安鎮 永昌王仁(5 興安元年)、京兆王子推(19 上) 

  統万鎮 武昌王提(16)、南陽王恵寿(5 興安元年) 

  平原鎮 呂洛抜（30） 

    離石鎮 奚受真(29) 

    和竜鎮  楽浪王万寿(19 上)、任城王雲(19中) 

 以上に姓名が出現した胡族の中で、長孫渇侯（抜抜）・奚受真（達奚）・伊馥（伊婁）

・穆伏真（丘穆陵）・陸麗（歩六孤）・陸真・陸馥・劉尼（独孤）・于洛抜（万忸于）・

苟莫于（若干）・和其奴（素和）・和疋・乙乾帰（乙弗）・乙瓌・慕容白曜（慕容）・陳

建（侯莫陳）・尉眷（尉遅）・尉長寿・尉撥・尉遅其遅・薛野賭（叱干）の１４姓２１名

は表３のⅠー１（以下、本節で用いるⅠⅡⅢの記号は表３のそれである）の中の「碑」に

みえる１６姓に属する（２１）。Ⅰー１の残る２姓についてみると、叱羅氏は列伝のある羅結

（巻 44）が外都大官、その子の羅斤が長安鎮都大将に至ったが、いずれも太武帝期に死去

した。斤の子の羅敦は庫部尚書に至ったが、その子の羅伊利が文成帝の時に襲爵したとい

うから、尚書になったのは太武帝末か文成帝期である。伊利が内行長になったのは文成帝

期か献文帝期であろう。叱羅氏の場合は時期的な事情により上記一覧にその名が見えなか

ったのである。渤海高氏を称する高湖（巻 32）の本姓は是楼氏である（２２）。彼は太武帝

時に涼州鎮都大将で死に、その子の高真は太守、高各抜と高稚はそれぞれ広昌鎮将と薄骨

律鎮将・営州刺史。兄弟の高謐が文成帝時に中散から秘書郎になり、治書侍御史を経て孝

文帝初期に４５歳で死んでいるから、真らの就任は文成帝期前後であろう。是楼氏は上記

の就任一覧に加えてよい者を含んでいたとしてよい。 

 Ⅰー１で「碑」に記載のない５姓についてみると、２姓が文成帝期に高い地位に就いて

いた。即ち帝室十姓の普氏であるが、周忸の場合伝をもたず、『胡姓考』に言及はないが、

康楽氏は普氏としている（２３）。従うべきであろう。普氏で列伝をもつ周幾（巻 30）は将

軍としての活躍が著しかったが太武帝時に陣没し、その子・孫が襲爵したものの、事績は

あらわれていない。周観（巻 30）も秦州刺史となったが太武帝期の薛永宗の乱で敗死し、

その子は太守で終わっている。そのような状況ではあるが、周忸が太尉に至ったというこ

とは普氏が宗室十姓にふさわしい地位をこの時期まで保っていたことを示している。周忸

が文成帝初年死を賜ってからこの系統は衰えたのであろう。ただし、『北史』巻 73 周揺伝

によると揺の曾祖父と祖父は北平王であったという。『魏書』に該当者はいないが、周忸
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らと異なる系統の普氏であった可能性が考えられる。是賁氏の封勅文（巻 51）の場合、祖

の封豆は道武帝期に刺史を歴任、父の封涅は明元帝期に侍御長であった。勅文も太武帝期

に西部尚書から秦益二州刺史となり、以後長く西南国境で活躍し、献文帝初年に卒した。

封阿君については皮豹之伝（巻 51）に前涇州刺史とみえるだけで、胡族か漢族か判断に苦

しむが、漢人の刺史が少ない時期であることを考えあわせて同じく是賁氏と考えておきた

い。和平元年の段階での「前」刺史であるから、就任していたのは文成帝期の可能性が大

である。残る３姓であるが、賀楼氏の楼伏連（巻 30）とその長子楼真は太武帝期に没し、

真の弟楼大抜は孝文帝前期に中都大官に至っている。文成帝期における官職は明かでない。

また大抜の従兄弟の孫の楼毅は孝文帝期に尚書右僕射に任じている。費連氏の費于（巻 44）

の祖父費峻は夏より北魏に帰し、広阿鎮大将となり、父費郁は太守で終わったが、費于本

人は内三郎で起家し、懐州刺史に至った。その子費万は太和初年に梁国鎮将となっている。

紇奚部帥の嵆根は道武帝初年に北魏に帰して尚書令で卒し、その子の嵆抜（巻 34）は大司

馬・大将軍を授けられた。明元帝期に朝堂に坐して囚徒を録決したとあるから、太武帝期

の終わりまでには死去しているとみられる。その子の嵆護は外都大官に至り、太和年間に

致仕の年を迎えたという。これら３姓とも文成帝期には本節最初に示した官に就いたとい

う記録がなく、そのような位置になかった可能性が強いのであるが、他の時期を含めると、

既述のⅠー１の諸姓に準ずる位置にはあったようである。 

 Ⅰー２の諸姓は如何であろうか。まず乙旃氏の場合であるが、征討で名を知られた丹陽

王叔孫建（巻 29）は太武帝期に死に、子の安城王叔孫俊はそれより先に明元帝期に死んで

いる。俊の弟の叔孫隣は、おそらく太武帝期であろうが尚書令となり、次いで涼州鎮都大

将となったが、誅に伏し、俊と隣の子孫は正史に記述がない。しかし、世祖紀に将軍叔孫

抜、巻 89 胡泥伝に孝文帝期の殿中尚書叔孫侯頭がみえる。「碑」には記載のない３姓につ

いてみると、叱呂氏の呂洛抜（巻 30）は祖父が太守、父が西部長であり、子が外都曹奏事

中散で誅死した。本人は文成帝末に上掲のように鎮将となっているが、献文帝初年に戦死

している。竇瑾（巻 41）は中書博士から中書侍郎という漢人官僚の典型的コースを歩んで

いるが、紇豆陵氏であることは前述した。太武帝末期に冀州刺史から内都大官に至ったが、

文成帝即位の年に４人の子とともに誅殺されている。『北斉書』巻 15 竇泰伝では祖父が統

万鎮将だったと記しているが、別系統であろう。叱列氏の李栗（巻 28）（２４）は代王（道

武帝）の賀蘭部への逃避に従った元従２１人のひとりであるが、道武帝の天興３年に誅殺

され、その子孫の記述はない。竇瑾・李栗の系統は絶えた可能性があり、少なくとも文成
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帝期には力を失っていた。叱呂氏も文成帝期には政治的な位置はさほど高くはなかったと

みてよいのではないか。乙旃氏の場合、叔孫建の系統は文成帝期には活躍のあとがみられ

ないが、孝文帝前期には高位の者を出しているから、乙旃氏をトータルにみた場合、政治

的力量は保持されていたとしてよいであろう。 

 Ⅰー３の賀頼氏は賀蘭氏に同じである（２５）。道武帝の母の兄賀訥（巻 83 上）は部族解

散の後は「統領する無し」と記されるが、訥の従父弟賀悦の子の賀泥は太武帝の時に光禄

勲・外都大官に至っている。田余慶氏は、賀蘭部に対する部族解散が実行された後にあっ

てはかつての賀蘭部の強大な力は失われたとされる（２６）。確かに拓跋部に匹敵したかつて

の力は失われたにせよ、他の諸姓クラスの力はなお維持していたとみてよいのではないか。

ただし「碑」に２名が記されるものの、文成帝期以降には事績が史書に記されることがな

くなる。なお賀狄干（巻 28）は「小族」と記され、後秦に使いして抑留の憂き目にあい、

帰国して直後に弟とともに誅殺された。子孫の記載はない。恭宗の生母つまり太武帝の妃

賀氏には父兄がおらず、父の従兄の賀迷（巻 83上）が爵を与えられたことが判明するのみ

である。賀訥とは系統が異なる可能性が強い。付記すれば、『周書』巻 20賀蘭祥伝は鎮に

移住した賀頼氏の姿を示す。雁門の人と伝にあるが莫那婁氏であると考えられる莫含（巻

23）（２７）は旧代国時代から仕えた。その孫の莫題は道武帝期に活躍したが死を賜り、弟の

莫雲は太武帝時に死んでいる。両人ともにその子孫への言及はない。「碑」に２名がみえ、

弔比干文碑にも１名がみえる。これらが含の子孫であったか否か判断はできないが、含の

子孫は太武帝期以降、特に記録するに値する人物を生まなかったとはいえる。また吐伏盧

（豆盧）氏の盧魯元（巻 34）（２８）であるが、同氏はもと慕容氏と同じで、慕容氏が北魏

に仕えて後誅殺されて一部が改姓したものである。魯元は太武帝の皇太子時代に給事して

太武帝期に太保・録尚書事に至ったが、太平真君３年に没した。その子の盧統は文成帝の

時に選部・主客二曹を典したが、興安年間に卒した。弟が爵を嗣いで北鎮都将となったが、

文成帝期であるかどうかはわからない。なお、『周書』巻 19 豆盧寧伝によると、彼の父は

柔玄鎮将だったという。烏丸氏と考えられる王建（巻 30）（２９）は北魏建国初年から重要

な政治的役割を果たして冀青二州刺史で卒し、孫の王度は太武帝期に長安に鎮した。その

子の王安都は鄯善鎮将から文成帝期に内都大官に至り、建の曾孫の王樹は献文帝以降であ

るが涇州刺史になっている。以上、Ⅰー３の諸姓は、文成帝期には王安都以外には中央で

の大官に就いた者を挙げえないが、前後の時代をあわせてみると、吐伏盧氏と烏丸氏は州

刺史クラスの地方長官を生む一族であったとみられる。賀頼と莫那婁両氏は文成帝期には
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特に記録されるほどの人物を出していないが、一方で両氏は「碑」に複数の同姓者が記さ

れており、このことについては後にふれたい。 

 Ⅰー４の諸姓であるが、宿六斤氏は「碑」に「鷹揚将軍内行令蔡陽男宿六斤阿□」とあ

る宿石（巻 30）に至って伝をもつが、彼は天興２年、つまり赫連勃勃が夏を建国する以前

に道武帝に帰した勃勃の弟赫連文陳の曾孫である。文陳は北魏の宗室の女性を妻として与

えられて上将軍となり、その子も上将軍。石の父は給事となったが、若くして太平真君４

年に陣没している。石は１３歳で中散、文成帝期に入って侍御史を経て内行令となった。

献文帝初には吏部尚書となっている。子孫としては子が比部侍御で終わったことが知られ

るのみである。「碑」にはみえない６姓について本節のはじめに既にふれた。 

 Ⅱのグループについては列伝がないから当然ともいえるが、情報量が少ない。Ⅱー１の

抜烈蘭氏については、『周書』巻 17 梁禦伝に高祖の俟力提が道武帝に従って征討し、揚武

将軍・定陽侯になったと記し、同巻 27 梁椿伝に祖父が昌平鎮将、父が内三郎（３０）であっ

たという。綦連氏は、巻 81 の綦儁伝によれば、時期不明だが祖父が并州刺史となっている。

屋引氏の場合は、『北史』巻 55 房謨伝によると、謨が孝明帝の正光末年に太守として、反

乱軍の攻撃を受けている。土難氏は、巻 81 の山偉伝によれば祖父が献文帝時に奏事中散と

なり、父は太守であった。宇文氏の場合、巻 44 宇文福伝によると祖父が後燕から北魏に帰

して第一客となったといい、福は太和始めに羽林郎将となって宣武帝期に尚書、太僕卿を

経て懐朔鎮将に至っている。Ⅱー１のグループの中で「碑」には同姓の者がみえない諸姓

についてみると、紇骨氏は、胡泥（巻 89）が孝文帝期に定州刺史に至っている。匹婁氏の

場合は、婁提が献文帝時に内三郎であったことが知られる（巻 87）ほか、婁叡の父が南部

尚書であったとされる（『北斉書』巻 48）。これらのⅡのグループの諸姓も刺史・鎮将ク

ラスの地方長官や尚書や九卿クラスの官に就く人物を生み出すことができたことがわか

る。ただし、それが恒常的に可能であったかどうかはこれだけではわからない。少なくと

も文成帝期にはそのレベルの官職就任者を出していることは確認できない。 

 以上の検討をまとめてみると、Ⅰー１でＢ欄に記載のある諸姓はほとんどが文成帝期に

も高位の官職に就いていた。Ｂ欄に記載のない諸姓でも普氏が一時最高位にあり、是賁氏

が刺史を出していた。他の３姓は文成帝期前後に高い地位に就く者を出している。Ⅰー２

ではＢ欄に記載のある乙旃氏が文成帝期の前後に高位就任者を出したことを確認でき、Ｂ

欄に記載のない２姓が文成帝期末とその前後の時期に鎮将を出したが、残る１姓は有力者

誅滅後に衰えたようである。Ⅰー３ではＢ欄に記載のない烏丸氏が文成帝期に刺史クラス
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を出し、Ｂ欄に記載のある中では吐伏盧氏が文成帝前後の時代に刺史クラスの者を出して

いるが、他の２姓は文成帝期ならびにそれ以降の時期には活躍のあとをとどめていない。

Ⅰー４では丘敦・屈突氏が文成帝前後の時期に刺史クラスを出し、宿六斤氏が文成帝末に

顕れたが、他の４姓は活躍のあとがみられない。Ⅱでは文成帝期における活躍のあとをと

どめる記録はなく、抜烈蘭・綦連・宇文・匹婁・紇骨氏が前後の時期に刺史・九卿クラス

の者を出し、屋引・土難が太守を出しているのを確認できるにとどまる。 

 以上のことは正史に多くを依拠した結果に過ぎず、不十分な分析であることはいうまで

もない。列伝のない賀児氏の児烏干が世祖紀下によって司空であったことがはじめてわか

るように、正史における記録上の不備は否定しえないからである。列伝が立てられなかっ

た諸姓に属する人物、あるいは伝に立てられている者とは別系統である同姓者が政治的に

重要な地位に就いている事例はかなりあると想定しなければならない。 

 ただ、一部に政治的打撃を受けて子孫が絶えたか顕栄しなくなった諸姓が生じているけ

れども、Ⅰ、Ⅱに含まれる多くの姓が、同姓の者を含め、かつ文成帝前後の時期を含める

と一定レベル以上の官職就任者を輩出していることは認めてよいのではないか。このこと

は北魏政権に加わった胡族がいずれも「内朝官」に任じ、北魏政権内で一定の政治的地位

を獲得するという前節の見通しを証明するものである。 

 しかし、北魏政権に加わった諸族が政治的平等の位置にあったかといえば、決してそう

ではなかったであろう。上の検討において、三公クラスを出す姓もあれば、刺史クラスの

地方長官どまりと思われる姓もあった。太守クラスしか確認できない姓もある。そのよう

な差は何によってもたらされるのか。もちろん、北魏建国時における寄与、その後の政治

過程において果たした役割が大きな要素を占めるのであろうが、さらに別の要素も考えら

れるのではないか。 

 普氏において列伝をもつふたりの子孫ではない人物が顕職についていることに注目して

みたい。ひとつの姓の中で、ひとつの系統のみが高いレベルの官職につくというわけでは

なかったことを示すからである。同様のことを乙弗氏でも確認することができる。乙弗部

は吐谷渾の北方で強勢を誇った部族であるが、太武帝の時に部衆を統べる父の命令で入貢

した乙瓌（巻 44）は、そのままとどめ置かれて数次の遠征に将軍として従い、西平王の爵

を受けて定州刺史に至った。彼は文成帝の和平２年に２９歳で死去し、子の乙乾帰が１２

歳で侍御中散となる。瓌・乾帰・乾帰の孫の瑗と公主に尚していて、北魏皇帝から厚く遇

されたことは禿髪氏（源氏）に匹敵する。ただし乙瓌の系統は中央での政治的に重要な地
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位に就いて活動した跡がみられない。これに対して、乙渾は「碑」で陸麗に次ぐ位置にあ

り、また周知のように献文帝即位直後にクーデターを行って専権をふるった。列伝がなく、

正史各所に少なからずみられる記述はほとんどがクーデターかその後の専権と伏誅に関す

るもので、彼の履歴は詳しくはわからない。車騎大将軍・東郡公から太原王になったこと

が知られるのみである。けれども、瓌の系統の者が渾の誅殺に連坐していないところをみ

ると、乙瓌と乙渾は系統を異にしたと想定できるのである。 

 さらに「碑」に複数の「内朝官」が刻されている諸姓の存在がある。複数の「内朝官」

が同一系統から出ている可能性はもちろんあるが、必ずしもすべてがそうではないのでは

ないか。表２をみれば明らかなように、１姓で多数の「内朝官」を出した姓が少なくない。

文成帝期までに列伝を有し、かつＢ欄に記載のあるのは２１姓であったが、独孤氏の７例

を最高に、それら２１姓で４１の「内朝官」を占める。１姓平均で１．９５である。これ

に対して伝をもたないのは１２姓、その占める「内朝官」の数は１５，１姓平均１．２５

となる。列伝をもつ人物を出した姓の方が、明らかに「内朝官」を多く出している。 

 これに対しては、『魏書』をみれば、列伝に載せられるような有力者の場合、その直系

に限らず子弟は多く官僚の地位を保持し続ける傾向がはっきりと認められるから、従って

「内朝官」も多く出して不思議ではないという説明が可能である。丘穆陵氏をみてみよう。

巻 27 の穆崇伝から関係部分を系図化すると 

   崇   遂留   乙九   真 

             内行長者  中散 

         観    寿    平国    伏干 

        内侍    侍東宮          羆           

            多侯         亮 

             殿中給事          侍御中散  

       顗 

        中散 

のようになる。道武帝時に太尉となった崇の子孫は、７人の内侍の官就任を知りうるので

ある。しかし、上記の穆氏の人々が「内朝官」に就任した時期を考えてみると、観の内侍

したのは道武帝であり、顗は明元帝時の中散。寿は太武帝の時に侍中・中書監に至ってい

るから、太武帝の皇太子時代に侍したとみられる。とすると従兄弟の乙九の内朝に任じた

のは少なくとも文成帝期ではない。平国は侍中・中書監を経て太武帝の末年に卒している
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から、真の中散は太武帝期となろう。亮の侍御中散となったのは献文帝時である。ひとり

「長寧子・左将軍・殿中給事」多侯は「碑」に刻された「右将軍殿中給事□□子丘目陵□

仁」と官爵が一致し、同一人物であることがわかる。とすれば「碑」にもうひとり記され

ている内三郎丘目陵呉提は、上記系図に載せられている以外の人物であることが確実であ

り、正史で知りうる限りの範囲では穆氏に該当者はいない。また孝文帝の弟河南王幹の妃

の父穆明楽は、中散であったことが確認できるのであるが、穆崇伝にはその名がみえない。

明楽が崇の子孫であった可能性がないではないが、それならば崇の伝に付されなかった理

由が不分明となり、やはり崇の子孫とは異なると考えた方がよいのではないか（３１）。 

 さらに達奚氏であるが、北魏初期の功臣奚斤（巻 29）は太平真君８年に没し、その長子

奚他観、他観の子の奚延はそれぞれ都将、離石鎮将になり、他観の弟の奚和観は刺史、そ

の子の奚受真は文成帝期に給事中、離石鎮将に至っている。和観の弟の奚抜は太武帝期に

尚書を経験し、斤の甥の奚烏侯は虎牢鎮将となって文成帝期に死に、その子の奚兜は薄骨

律鎮将となった。このように奚斤の系統は多数の鎮将、刺史クラスの人を輩出しているが、

和観、抜、兜が内侍の官であったと記され、受真は中散の職を経ている。奚牧（巻 28）は

道武帝期に并州刺史に至ったが、誅されていて、その子孫については記述がない。奚眷（巻

30）も太武帝期に活躍し長安に鎮したが、軍令に違反して誅され、その子孫は知られてい

ない。正史から判明する各人の経歴とその就任時期を検証した時、「碑」に記されている

達奚氏の２名の内三郎は、少なくとも牧、眷の子孫ではないと推定できる。 

 「碑」に９名を数える素和氏、４名を数える乙旃氏も、ひとりの人物の子孫というより

は、複数の人物の子孫と考えた方が自然である。同一姓の異なる系統がそれぞれに「内朝

官」を出す。これは族としてのふくらみを示す。族としてのふくらみが族としての強さ、

政治的な力を示し、それがより重要かつ高位の政治的地位の獲得に結びつく。もちろん、

政治的地位はそれのみによるのではなく、前述のように北魏建国時の働きやそれぞれの時

期の政治的軍事的功績が少なからぬ要素を占めることは間違いないのであるが、もうひと

つの要素として族的基盤があるのではないか。そう考えるとき、表２のＢ蘭に記載のある

Ⅰー１の１６姓は９姓までが，Ⅰー２では乙旃，Ⅰー３では３姓のうち２姓までが、Ⅱで

は抜烈蘭・蓋楼・賀若の諸姓が「碑」に複数の人物が刻されていることの意味は大きい。

それら諸姓が族的なふくらみをもっていたことを示すものと想定してよいように思われる

からである。 

 さらに弔比干文碑を検討に加えてみよう。同碑の碑陰に宗室と漢族以外にみえるのは１
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８姓であるが、Ｃ欄にはそのうち１５姓が記されている。５名の記された乙旃氏、３名の

丘穆陵氏、２名の歩六孤氏は「碑」に複数の人物が記されており、１名の名がみえる抜抜

・独孤・叱羅・莫那婁もＢ欄が複数となっている。「碑」にひとりしか記載がなかったグ

ループのＣ欄をみると、万忸于氏が４名、伊婁・若干・侯莫陳・土難・宇文氏が各１名と

なっている。Ｃ欄にあってＢ欄に記載がないのは叱呂・賀抜の２姓のみなのである。ちな

みに弔比干文碑に名がみえる他の胡姓はわずかに３に過ぎないのであるが、その郁久閭・

斛律・大野氏はいずれも「碑」にも記載がある。時期が異なり、かつ碑陰に記載された官

職にも大きな差がある。しかし両時期に皇帝に随行した胡族たちの姓の重なりが明らかに

見てとれるのである。その意味するところは小さくない。 

 具体的には次のようにいえるのではないか。表２のＡＢＣの各欄いずれにもみえる１１

姓（抜抜・伊婁・丘穆陵・歩六孤・独孤・万忸于・若干・叱羅・侯莫陳・乙旃・莫那婁）

は、北魏前期において高位の官僚を輩出する有力な姓であった。このうち莫那婁を除く１

０姓が実際に文成帝期に高位の地位にあったことは先に確認したところである。そして表

２にみるようにこの１１姓の多くは北魏後期にも官僚を出している。 

 また、列伝をもちＢ欄にも記載のある９姓（達奚・賀頼・吐伏盧・素和・是婁・乙弗・

慕容・尉遅・叱干）も北魏前期において政治的に有力であったとしてよいであろう。これ

ら９姓の多くも後期に官僚を出している。 

 もちろん、Ｂ欄に記載がなくても他の時期をとれば「内朝官」を出し得たのであるから、

他の諸姓のうちいくつかががこれら２０姓に準ずる地位を占めえたことも確かである。た

とえば、普・賀楼・是賁・紇奚・叱呂・丘敦・屈突の諸姓がそうである。 

 官氏志の１１８姓のうち、表２にみえない５１姓が官僚を出さなかったわけではないこ

とは、１１８姓以外の諸姓が「碑」に多数刻されていることで推測できる。そしてこれら

北魏の皇帝権の下に包摂された胡族各氏も、「内朝官」としてその子弟を皇帝の側近に出

仕させ、到達レベルはともかく、官僚としての途を歩ませえたのである。 

 なお、先に文成帝期の政治的上層部の分析を行った際、１１８姓以外の諸姓が含まれて

いた。それについてみておくと、源賀（巻 41）は南涼の君主禿髪 檀の子で、南涼が滅び

たときに太武帝に帰した。代々公主の下嫁を受けるなど、優遇を受けている。閭毗・閭紇

・閭染の兄弟（巻 83 上）も元来は柔然可汗を出す郁久閭氏の一員で、太武帝の恭皇后の外

戚として尊崇の扱いを受けた。この２姓は官氏志の内入諸姓に含まれていないが、出自の

関係で特別な待遇を受けた一族である。似た存在にあるのが沮渠万年と乞伏成竜である。
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前者は北涼の君主沮渠牧犍の弟で太武帝の太延５年に来降し、後者は西秦の君主乞伏熾盤

の子で、太武帝の太平真君６年に北魏に捕らえられた。仇池の氐族政権の君主である楊難

当もこのグループに含めてよいであろうし、楊保年も氐族と考えてよいであろう。開国当

初から北魏に付していたわけではないが、他の政権の君主の血を引くということのもつ政

治的意味から重用されるケースがあったと、いうことになる。もちろんこれ以外の諸姓で

も高位に就くものはいて、斛骨乙莫干や袁紇尉解はその一例である。 

 また次の点も指摘しておきたい。有力な姓と判断した中の独孤・侯莫陳・莫那婁・是婁

・尉遅の諸姓は、系列関係は不明であるが、同姓の者が鎮民であったことを確認できる。

Ｂ欄に記載のある抜烈蘭・歩大汗・庫狄・宇文・宿六斤氏も同様である。北魏は「良家強

宗の子弟」つまり有力な一族の者を鎮に移住させたことが知られている（３２）。表２に挙げ

た諸姓の子弟が鎮に籍をもつ可能性は高いのである。 

  

おわりに 

 本稿で論じた内容を確認しておこう。北魏の華北統治が始まって半世紀を経た文成帝期

には、胡族の場合は原則として「内朝官」を経由して官僚としての道を歩んでいることを

確認できる。「内朝官」を出すのは北魏に加わった諸姓（官氏志にみえる１１８姓のみな

らず、北魏の征服活動の進展に伴い新たに加わった諸姓を含む）全体に及んだと想定され

る。ただし、その中で少なからぬ諸姓は複数の「内朝官」を同時に輩出することができた

のであり、それが結果として彼ら諸姓が北魏の政治的上層部を中心的に構成することを可

能にした。もちろんそれ以外の姓が上層部に加わることがあり、その中には五胡諸国の君

主や柔然君主の一族など、北魏政権が政治的にみて有為だと判断した者が含まれていた。

以上のことは、これまでの蓄積されてきた研究から想定されていたこと、あるいは想定可

能なことである。ただ史料の制約で確認が困難であったのであるが、「碑」の発見はその

確認を可能にしたのである。また、以上のことは、部族解散後も、少なくとも政治的な部

族的まとまりが維持されているという理解につながるものであることを確認しておく必要

があろう。 

 「碑」にみえる「内朝官」就任者はどの政治的レベルまで到達しえたのだろうか。陸竜

成はのちに青州刺史に至り、穆多侯は司衛監になったが乙渾のクーデターで陸麗とともに

殺された。これ以外については現在のところ確認できない。また「碑」には特定の尚書以

外の、当時多数存在していたはずの各曹の尚書就任者が欠けている。九卿の類はまったく
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記載がない。文成帝の南巡に直接関わらない部局の官吏は平城に残っていたはずである。

それらの官職に任じた人々は文成帝期に関する限りほとんどが判明しない。このことから

わかるように本稿はごく小さな部分を明らかにしたのみであり、多くの検討は今後に残さ

れている。また本稿では、第一節で漢人官僚についてふれるところがあったが、第２、第

３節では漢人については検討から除外している。今後は漢人官僚のあり方の検討が課題と

なる。表３にみえる北魏の宗室について言及しなかったのは筆者が以前に扱ったことがあ

るからであるが（３３）、「碑」にみえる「内朝官」就任者が宗室のどの範囲のものなのかも

今後の検討課題となる。  

 

注 

（１）これについては田余慶『拓跋史探』三聯書店、2003年、に詳しい。 

（２）鄭欽仁『北魏官僚機構研究』（牧童出版社、1976年。1995年稲禾出版社再刊）のほ

か、川本芳昭「北魏の内朝」（『魏晋南北朝時代の民族問題』汲古書院、1998年、所収）、

厳耀中「北魏内行官試探」（中国魏晋南北朝史学会編『魏晋南北朝史研究』四川社会科学

院出版社、1986）、張金竜「北魏中散諸職考」（『北魏政治与制度』甘粛教育出版社、2003

年、所収）、佐藤賢「北魏内某官制度の考察」（『東洋学報』86-1、2004）など。 

（３）山西省考古研究所・霊丘県文物局「山西霊丘北魏文成帝《南巡碑》」（『文物』1997

ー12） 

（４）主だったものあげると、張慶捷「北魏文成帝《南巡碑》碑文考証」（『考古』1998

ー4）、張慶捷・郭春梅「北魏文成帝《南巡碑》所見拓跋職官初探」（『中国史研究』1999

ー2）、川本芳昭「北魏文成帝南巡碑について」（『九州大学東洋史論集』28、2000年）、

松下憲一「北魏石刻史料に見える内朝官―「北魏文成帝南巡碑」の分析を中心に―」（『北

大史学（北海道大学）』40，2000年）、張金竜「北魏前期的内侍・内行諸職」（『北大史

学』7，2000年）がある。 

（５）（e）については、補足を必要とする。尉元は 19 歳で虎賁中郎将となり、ついで羽

林中郎となったと『魏書』にあるが、これはいずれかに誤りがある。『北史』巻 25は羽林

中郎の方のみを記しており、虎賁中郎将ではなく、虎賁中郎が正しいのではないかと考え

る。薛野賭は伝に「召補羽林」と記す。その後に給事中に移っており、羽林中郎であった

と判断する。 

（６）以下、『魏書』による場合は書名を略して巻数のみを記す。『北史』に同一の記載
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があっても『魏書』で統一する。 

（７）科学出版社、1958年。以下、同書は『胡姓考』と略称する。 

（８）韓茂については、康楽氏『従西郊到南郊―国家祭典与北朝政治』（稲禾出版社、1995

年）は胡族であると考えておられる（318 ページ）が、『胡姓考』は歩大汗氏の項では韓

茂についてふれていない。『胡姓考』の判断に従っておく。 

（９）『魏晋南北朝官僚制研究』（汲古書院、2003年）第 3部第 2章、原刊は 1999年。 

（１０）中散と明示される事例は、文成帝期にはなく、他の時期をみても、元昭が司州の

秀才から主文中散に任じ（巻 15）、元志が主文中散であったことが巻 62 の高道穆伝にみ

えるだけである。元志の伝には主文中散に任じたことは載せられていない。 

（１１）趙万里『漢魏南北朝墓誌集釈』図版 268。それによると丘哲は孝文帝の時、7歳で

内行内小となり、その後中散になったという。没年から計算すると、太和 2年に 7歳であ

る。 

（１２）以上の諸氏の見解は注２，注４所掲のそれぞれの論著にみえる。 

（１３）注４前掲論文。 

（１４）鄭氏は主文中散の地位は中散に、奏事中散の地位は侍御中散に同じとされた（注

２前掲鄭氏著書）。その名称の相違が内小、内行内小以外の語に示されるやいなやは明ら

かにしがたい。 

（１５）もっとも、そうすれば「碑」に内小が 1 例もないことが新たな問題となる。第 4

列に中堅将軍庫部内小幢将、揚威将軍内小幢将、宣威将軍内小幢（将）の 3 例があるが、

いずれも将軍号を持っており、一般に将軍号と爵を持たぬ内行内小より下位の内小にはふ

さわしくない。やはり内小幢将とすべきであろう。内小は 1 例もないのである。これにつ

いては、欠落部分にあった可能性を指摘することもできるが、これは占める位置からして、

欠落部分にはなかったのではないかという、本文で中散の欠落の可能性を否定した論法が

通用するのではないか。ただし、内小幢将が少なくとも 3 名いて内小がいないのは解釈が

むつかしい。考えられる可能性は 3 つある。まず、内小が随従しているのに「碑」からは

欠落した、という可能性。しかし内小が中散であるという仮説があたっているなら、太和

旧令で 5 品中にあたる内小が欠けるのは納得しがたい。次に内小幢将の内小は内侍として

の内小とは異なるという可能性。これも内三郎幢将、三郎幢将ほかの用例をみれば、成り

立ちがたい。第 3 として以下の可能性が考えられる。南巡という行動の中で、内侍の官す

べてが随従する必要はなかった、つまり側近で護衛にあたる内三郎やその外部での警護を
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行う三郎衛士、さらに全体を警護すべき兵士の集団とその指揮官たち、さらに行幸中でも

必要な業務があるので、それに関わる官僚達は随従したのであるが、いわば無任所の立場

にある官吏としては皇帝に最も近く侍る内行内小だけが随従したのであって、内小は幢将

の一部が随従して配下の内小は都にとどまっていたのではないか。筆者としては第 3 の可

能性をとりたいのであるが、幢将のみの随従という点で問題を残し、かつ決め手に欠ける

ので、可能性の指摘にとどめておく。 

（１６）『胡族考』は、『魏書』皇后列伝に平原人と記されている孝文貞皇后林氏を丘林

氏ではないかと疑っている。それに従う。皇后の叔父とされている林金閭は常太后に寵愛

されて尚書・平涼公となったというが、これは「碑」第 1 列第 6 番めの中常侍林金閭の官

爵と一致する。 

（１７）宇文福や胡泥らは伝に立てられているが、時期が後期にはいるのでＡ欄の記載の

対象外である。したがって、Ⅱのグループとして扱った。 

（１８）明元密皇后の兄の杜超は魏郡鄴の人と『魏書』外戚伝上に記されるが、『胡姓考』

は独孤渾氏であると想定している。 

（１９）侍中は加官の可能性があり、判断が難しい。さしあたり万斯同の「魏将相大臣年

表」の判断を用いる。 

（２０）注９前掲拙著第 1部第 5章参照。 

（２１）Ⅰー１の 1４姓として数えた中で、問題のある 2 姓についてふれておく。奚受真

は奚斤の孫である。彼は中散から文成帝が即位した段階で竜驤将軍・成都侯を授けられ、

給事中に移った。その後に離石鎮将となっているので、文成帝期でない可能性がある。功

臣奚斤は太平真君中に死に、その長男奚他観は都将、他観の子は瓦城鎮将。他観の弟の和

観は冀青二州刺史となっている。受真はその子である。和観の弟の奚抜は選部尚書となり、

一時罪を得たがのちに散騎常侍に復活している。こうしてみると、達奚氏は他のⅠー１の

諸姓と匹敵する政治的地位を保っていたとしてよいのではないか。また苟莫于は苟頽（巻

44）の伝には記されていない。苟頽は中散として太武帝の南征に従い、その後奏事中散、

内行令、給事中、司衛監、洛州刺史となった（その後は孝文帝期であることが確実なので

省略）。弟の苟若周が「碑」に内阿干として記載されており、内阿干は内行令より上位に

あるとみなされるから、苟頽は和平 2 年の段階では給事中か司衛監であったと思われる。

このほか皮豹之伝に高平鎮将であることがみえる苟莫于はその同族であろう。苟頽のその

後の地位を考え合わせた場合、若干氏も少なくとも地方長官クラスを輩出する姓であった
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と考えられる。 

（２２）高湖が鮮卑族であることは浜口重国「高斉出自考―高歓の制覇と河北の豪族高乾

兄弟の活躍」（『秦漢隋唐史の研究 上』東京大学出版会、1966、原刊 1938）が早くに明

らかにした。是婁氏であることは『胡姓考』による。 

（２３）康楽氏注８前掲著書 297ページ。 

（２４）李栗は列伝では雁門の人とある。『胡姓考』の判断に従う（298ページ）。 

（２５）『胡姓考』32ページ参照。 

（２６）「賀蘭部離散問題」（田余慶氏注１前掲著書、所収）。 

（２７）『胡姓考』122ページ参照。 

（２８）盧魯元は列伝では昌黎徒何の人とある。彼が豆盧＝杜伏盧氏であることは『胡姓

考』95ページ以下に詳しい。 

（２９）『胡姓考』254ページ参照。 

（３０）内正郎とあるが、中華書局本『周書』の考勘記に従う。 

（３１）歩六孤氏の場合についても検討しておく。陸俟は明元帝の時に侍郎を拝し、内侍

に遷った。長安鎮都大将を経て外都大官に到り、文成帝の時に東平王となり、太安 4 年に

67歳で卒した。長子の陸馥は内都下大夫で、文成帝初年に父とは別に聊城侯の爵を受け、

次いで相州刺史となっている。馥の子の陸琇は孝文帝初期に亡くなった父の爵を嗣ぎ、侍

御長となり、その弟の陸凱は中書学生から侍御中散となっている。兄の侍御長に先立つ任

官と考えられるが、文成帝期にはさかのぼらないであろう。馥の弟陸麗は太武帝の時に左

右に入侍し、南部尚書になり、文成帝の擁立に功績があり、司徒の地位に就いた。長子陸

定国が 6 歳で中庶子となったことは前述した。次子陸叡は献文帝初年に乙渾に殺された父

麗の爵位を 10 余歳で嗣いでいるから、和平 2年にはまだ 10 歳になるかならないかである。

麗の弟陸頽は早卒とあるが子がいる。頽の弟陸陵成は「中校尉、河間太守、秘書中散」と

あるが、頽と陵成は弟の陸竜成が中散となったと伝（「碑」では内行内小）に記されてお

り、ふたりとも「碑」の内行内小あるいは内三郎の人物には該当しないとみてよいであろ

う。なお、竜成は列伝、「碑」いずれでも竜成と記されている。よく知られているように、

陸叡が崔鑒の女を娶る時「平原王才度不悪、但恨其姓名殊為重複」と鑒に言われたように、

歩六孤氏の漢文化への親近は比較的に早い。竜成という漢族風の名の採用はその現れであ

ろう。とすれば竜成と「成」字を共有する陵成、「竜」字とつながる弟の騏麟も同じ段階

での命名であろう。陵成、騏麟の名が「碑」にみえないことは彼らが文成帝に随行してい
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